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         里庄町農業委員会総会議事録 

                

１．開催日時 令和７年６月１１日（水）午後２時０２分から午後２時３２分 

２．開催場所 里庄町役場 ２階 第２会議室 

３．出席委員 １１人 

 

  出席委員及び欠席委員の番号、氏名                                             

職 名 番号 氏  名 出欠の別 職 名 番号 氏  名 出欠の別 

委 員 １ 岡村 咲津紀 出 会長職務代理者 ８ 平野 耕平 出 

〃 ２ 髙田 卓司 〃 委 員 ９ 平野 俊一 〃 

〃 ３ 髙田 光國 〃 会 長 １０ 吉田 龍平 〃 

〃 ５ 辻田 樫市 欠 推進委員 １ 遠藤 和宏 〃 

〃 ６ 中務 智紀 出 〃 ２ 大内 紀章 〃 

〃 ７ 仁科 義弘 〃 〃 ３ 神原 公子 〃 

                                                                                 

    

４．欠席委員 １人  

   

５．議事日程 

 日程第１ 議事録署名委員の指名 

 日程第２ 会議書記の指名 

日程第３ 議案第１０号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許可の承認に

ついて 

議案第１１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見及

び許可の承認について 
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６．会議の概要 

議 長 

 

ただ今から令和７年第６回総会を開会いたします。 

本日の出席委員は、農業委員８名、推進委員３名の計１１名であり、総

会開催の定足数に達しており総会は成立しております。 

議事日程第１の議事録署名委員の指名ですが、私から指名させていただ

いてご異議ありませんか。 

（異議なし） 

それでは、８番平野耕平委員、１番岡村咲津紀委員にお願いいたします。 

議事日程第２の会議書記の指名を行います。 

 本日の会議書記には農業委員会事務局職員の●●氏を指名いたします。 

 それでは、議事に入ります。 

今回上程されています、議案第１０号農地法第３条の規定による許可申

請に対する許可の承認について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

 

それでは議案第１０号について、ご説明いたします。 

 整理番号は、３でございます。 

 本件は、農地の所有権移転に係る農地法第３条に基づく所有権移転許可

申請でございます。 

 譲受人●●●●さん、譲渡人●●●●さんです。 

 申請地は１筆で、地目は田、面積は２７３㎡です。 

 本件は売買による農地取得で、二人の関係は他人です。 

今回、譲受人が増反を目的に、所有権を取得するため申請が行われまし

た。 

 小作人の有無、全ての農地が耕作されるか、耕作に必要な農作業に常時

従事するか、当該農地を継続的に利用することができるかどうかなど、許

可要件は満たしていると思われます。 

以上です。 

議 長  事務局からの説明が終わりました。 

次に、現地調査の結果について、●番●●●●委員よりご報告します。 

● 番 申請地は、●●分館に位置し、現在、耕作していない状況です。 

譲受人が増反を目的に申請がありました。 

譲渡人が、今後維持管理していくのが難しいということで、譲受人との

間で話がまとまったもので、特に問題ないと思います。 

 以上です。 

議 長 ただいまの事務局説明、農地法第３条の案件について、質問、意見等      

ございますか。 

質問、意見等はございませんか。 
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（質問、意見なし） 

許可することに、賛成の農業委員の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、議案第１０号、整理番号３は、許可と決定

します。 

 続きまして整理番号６について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

 

 整理番号は、６でございます。 

 本件は、農地の所有権移転に係る農地法第３条に基づく所有権移転許可

申請でございます。 

 譲受人●●●●さん、譲渡人●●●●さんです。 

 申請地は１筆で、地目は畑、面積は６４㎡です。 

 本件は売買による農地取得で、二人の関係は他人です。 

今回、譲受人が増反を目的に、所有権を取得するため申請が行われまし

た。 

 小作人の有無、全ての農地が耕作されるか、耕作に必要な農作業に常時

従事するか、当該農地を継続的に利用することができるかどうかなど、許

可要件は満たしていると思われます。 

以上です。 

議 長  事務局からの説明が終わりました。 

次に、現地調査の結果について、●番●●●●委員よりご報告します。 

● 番 申請地は、●●分館に位置し、現在、耕作していない状況です。 

譲受人が増反を目的に申請がありました。 

譲渡人が、今後維持管理していくのが難しいということで、不動産会社

を介して譲受人との間で話がまとまったもので、特に問題ないと思います。 

 以上です。 

議 長 ただいまの事務局説明、農地法第３条の案件について、質問、意見等      

ございますか。 

質問、意見等はございませんか。 

（質問、意見なし） 

許可することに、賛成の農業委員の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、議案第１０号、整理番号６は、許可と決定

します。 

 続きまして、議案第１１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請

に対する意見及び許可の承認について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 それでは議案第１１号について、ご説明いたします。 
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  整理番号は、４でございます。 

 本件は、農地の使用目的の変更、及び、使用貸借に係る農地法第５条に

基づく申請でございます。 

 使用借人●●●●さん、使用貸人●●●●さんです。 

 申請地は、農業振興地域内の白地区域にあり、１筆で、地目は畑、面積は

１３㎡です。 

 今回、使用借人が、実家までの進入路の拡幅工事を目的に申請が行われ

ました。 

以上です。 

議 長  事務局からの説明が終わりました。 

次に、現地調査の結果について、ここは、私の担当地区なので、私から説

明します。 

  申請地は、●●分館に位置し、現在、耕作していない状況です。 

隣接地への被害防除計画の内容ですが、土砂等の流出については、北側

の隣接地境界部分にブロック土留めを設置し、申請地はコンクリート舗装

するため、隣接地へ土砂が流出しないように計画されています。 

雨水については、側溝を設け既存水路へ接続します。 

生活排水については、進入路の拡幅工事であるためありません。 

 近隣農地への日照及び通風については、進入路の拡幅工事であるため、

影響はないと判断します。 

以上です。 

 次に、農地法に基づく農地転用許可の検討事項について、説明してくだ

さい。 

事務局 農地の区分は、第２種農地と判断しております。 

転用目的は、進入路の拡幅工事であり、適当であると考えます。 

資力及び信用についてですが、申請者は過去に違反転用を行ったことは

なく、また、必要な資金額についても適当であると考えます。 

転用行為の妨げとなる小作権等の権利を有する者の有無でございます

が、農地基本台帳を確認しても小作人等はいないため、存在しないと判断

します。 

許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する

見込みがない場合は許可しないことになっていますが、申請者から聴取し

た結果、許可後速やかに施工したいとの事であり、問題ないと考えており

ます。 

申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必

要とする場合においては、これらの処分がなされなかった時又は処分の見
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込みがない場合は許可しないことになっていますが、これらの条件は該当

しないと考えております。 

申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められ

ない場合は、許可しないことになっていますが、本件は、申請書等の内容

を確認したところ適正であると考えます。 

転用が周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合には

許可しないこととなっていますが、本件は特に支障がないと判断します。 

また、今回の転用は、集団農地の分断には当たらないと判断します。 

以上です。 

議 長 ただいまの事務局説明、農地法第５条の案件について、質問、意見等      

ございますか。 

質問、意見等はございませんか。 

（質問、意見なし） 

許可することに、賛成の農業委員の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、議案第１１号、整理番号４は、許可と決定

します。 

 続きまして、整理番号５について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

 

 整理番号は、５でございます。 

 本件は、農地の使用目的の変更、及び、使用貸借に係る農地法第５条に

基づく申請でございます。 

 使用借人●●●●さん、●●●●さん、使用貸人●●●●さんです。 

 申請地は、農業振興地域内の白地区域にあり、１筆で、地目は畑、面積は

３５８㎡です。 

 今回、使用借人が個人住宅の建築を目的に申請が行われました。 

以上です。 

議 長 

 

 

事務局 

 事務局からの説明が終わりました。 

次に、現地調査の結果について、●番●●●●委員が欠席のため、事務局

より報告します。 

申請地は、●●分館に位置し、現在、耕作していない状況です。 

 隣接地への被害防除計画の内容ですが、土砂等の流出については、西側の

隣接地境界部分にブロック擁壁を設置し、隣接地へ土砂が流出しないように

計画されています。 
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 雨水については、敷地内に設置した集水桝から道路側溝に接続します。 

生活排水については、公共下水道へ接続し処理する予定です。 

 近隣農地への日照及び通風については、一般的な平屋建て住宅であるた

め問題はないと判断します。 

以上です。 

議 長 次に、農地法に基づく農地転用許可の検討事項について、説明してくだ

さい。 

事務局 農地の区分は、第３種農地と判断しております。 

転用目的は、個人住宅の建築であり、適当であると考えます。 

資力及び信用、転用行為の妨げとなる小作権等の権利を有する者の有無、 

許可を受けた後の用途に供する見込み、申請に係る事業の施行に関して行

政庁の免許、許可、認可等の処分、申請に係る農地の面積規模、転用が周辺

の農地に係る営農条件に支障を及ぼす影響、集団農地の分断、については、

確認した結果、問題がないと判断します。 

以上です。 

議 長 

 

● 番 

 

事務局 

 

議 長 

 

ただいまの事務局説明、農地法第５条の案件について、質問、意見等      

ございますか。 

畑の面積と敷地面積が一致していない。土地利用計画図では、敷地面積

が３８５㎡となっている。どちらの面積が正しいのか。 

登記情報を見ると、面積は３５８㎡となっております。土地利用計画図

が誤りであり、正しい面積は３５８㎡でございます。 

他に、質問、意見等はございませんか。 

（質問、意見なし） 

それでは、議案第１１号、整理番号５について、許可することに、賛成の

農業委員の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、議案第１１号、整理番号５は、許可と決定

します。 

 

 

続きまして、整理番号７から１４について、事務局より説明をお願いし

ます。 

事務局 

 

 整理番号は、７から１４でございます。 

 本件は、農地の使用目的の変更、及び、所有権移転に係る農地法第５条

に基づく申請でございます。 

 譲受人は全て●●●●さんとなっておりますので、以後、省略し説明さ

せていただきます。 

整理番号７は、譲渡人●●●●さんです。 
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 申請地は、農業振興地域内の白地区域にあり、１筆で、地目は田、面積は

１，１３０㎡です。 

整理番号８は、譲渡人●●●●さんです。 

 申請地は、農業振興地域内の白地区域にあり、１筆で、地目は田、面積は

３３３㎡です。 

整理番号９は、譲渡人●●●●さんです。 

 申請地は、農業振興地域内の白地区域にあり、１筆で、地目は田、面積は

６０８㎡です。 

整理番号１０は、譲渡人●●●●さんです。 

 申請地は、農業振興地域内の白地区域にあり、１筆で、地目は田、面積は

１３８㎡です。 

整理番号１１は、譲渡人●●●●さんです。 

 申請地は、農業振興地域内の白地区域にあり、１筆で、地目は田、面積は

４３４㎡です。 

整理番号１２は、譲渡人●●●●さんです。 

 申請地は、農業振興地域内の白地区域にあり、１筆で、地目は田、面積は

１，１２０㎡です。 

整理番号１３は、譲渡人●●●●さんです。 

 申請地は、農業振興地域内の白地区域にあり、３筆で、地目は全て田、面

積は合計で１，４８２㎡です。 

整理番号１４は、譲渡人●●●●さんです。 

 申請地は、農業振興地域内の白地区域にあり、１筆で、地目は田、面積は

４９０㎡です。 

 今回、譲受人が露天駐車場の整備を目的に申請が行われました。 

以上です。 

議 長  事務局からの説明が終わりました。 

次に、現地調査の結果について、●番●●●●委員よりご報告します。 

● 番 申請地は、●●分館に位置し、現在、耕作していない状況です。 

 隣接地への被害防除計画の内容ですが、土砂等の流出については、隣接

地との境界部分に擁壁を設置し、土砂が流出しないように計画されていま

す。 

雨水については、駐車場部分については、県道沿い及び東側の境界に沿

って側溝を設け、北東の角に設置する集水桝から県道を横断して既設水路

に放流します。また、工場からの進入路部分については、進入路両側及び

駐車場接合部分に側溝を設け、集水桝から既設水路に放流します。 

生活排水については、露天駐車場であるためありません。 
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 近隣農地への日照及び通風については、露天駐車場ですので、影響はな

いと判断します。 

以上です。 

議 長 次に、農地法に基づく農地転用許可の検討事項について、説明してくだ

さい。 

事務局 農地の区分は、第２種農地と判断しております。 

転用目的は、露天駐車場であり、適当であると考えます。 

資力及び信用、転用行為の妨げとなる小作権等の権利を有する者の有無、 

許可を受けた後の用途に供する見込み、申請に係る事業の施行に関して行

政庁の免許、許可、認可等の処分、申請に係る農地の面積規模、転用が周辺

の農地に係る営農条件に支障を及ぼす影響、集団農地の分断、については、

確認した結果、問題がないと判断します。 

以上です。 

議 長 

 

● 番 

 

事務局 

 

 

議 長 

ただいまの事務局説明、農地法第５条の案件について、質問、意見等      

ございますか。 

 露天駐車場の所有予定者は●●●●さんと聞いていたが、譲受人●●●

●さんと所有予定者●●●●さんの関係はどういったものか。 

 申請のとおり、譲受人●●●●さんが用地買収から造成工事まで全て実

施することになりますが、完成後は所有予定者●●●●さんが買い取るこ

とになると聞いております。 

他に、質問、意見等はございませんか。 

（質問、意見なし） 

それでは、議案第１１号、整理番号７から１４について、許可すること

に、賛成の農業委員の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

全員賛成でございますので、議案第１１号、整理番号７から１４は、許

可と決定します。 

 以上をもちまして、令和７年第６回総会を閉会いたします。 

 


